
独立行政法人中小企業基盤整備機構（法人番号2010405004147）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を行っており、
　中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、経営全般に具体的な
　課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
　また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社（常勤職員数約1,202名）である。
　有価証券報告書で公表されたデータによれば、常勤役員の平均報酬は年間約42百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人（常勤職員数約1,492名：令和5年
　事業報告書より）である。
　当該法人は、公表資料、役員報酬規程等に記載された本俸額等を勘案すると、　令和5年度の理事長の年間報酬額は
　約22百万円であり、　同様の考え方により、　副理事長については約21百万円、理事については平均約18百万円、
　監事については約15百万円と推定される。
③事務次官（指定職8号俸）の年間給与　23,853千円
④令和５年度公表の令和４年民間における役員の年間報酬額
　（規模：従業員1,000名以上3,000人未満）　36,138千円

　中小機構では、機構設立時の平成16年7月から業績給を導入している。
　業績給の支給対象は、理事長、副理事長及び理事（非常勤を除く。）である。
　業績給は、主務大臣の当該事業年度に係る実績に関する評価の結果の通知を
　受け業績に反映させる。
　・理事長の業績給の額は、主務大臣の評価結果を反映させる。
　・副理事長及び理事の業績給の額は、評価結果及び役員としての業務に対する
　 貢献度等を勘案し、理事長が決定する。

（参考）
　業績給＝月例支給額×2.8746（定率）×主務大臣の評価結果による割合等

  ② 令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　役員報酬支給基準は、月額、期末特別手当及び業績給から構成されている。
その他、通勤手当及び単身赴任手当があり、支給要件に該当する者に支給される。
月額については、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程に基づき、
月例支給額（1,072,000円）に地域付加額（月例支給額の18％）を加算して算出している。
　期末特別手当についても、上記規程に基づき、月例支給額（1,072,000円）に
地域付加額（月例支給額の18％）を加算した額に100分の163.41を乗じた金額に
さらに2分の1を乗じ、基準日以前の6か月の在職期間に応じた割合を乗じて
6月と12月に支給している。
　業績給についても、上記規程に基づき、月例支給額（1,072,000円）に
100分の287.46を乗じ、主務大臣の当該事業年度に係る実績に関する評価の結果
を反映した割合（100分の0以上100分の200以下）を乗じ、さらに基準年度における
在職日数に応じた割合を乗じた額を支給している。

令和6年度中の改定は以下のとおり。
・令和7年1月に令和6年4月分より月例支給額を1,060,000円から1,072,000円に改定
・期末特別手当について、乗じる割合を年100分の160.33から年100分の163.41に改定
・令和7年1月に業績給の乗じる割合について、100分の284.08から100分の287.46に改定

　③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

 

S 評価  200／100 

A 評価  150／100 

B 評価 100／100 

C 評価   50／100 

D 評価   0／100 



副理事長

理事

監事

監事（非常勤）

　役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当で構成されている。
その他、通勤手当及び単身赴任手当があり、支給要件に該当する者に支給される。
月額については、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程に
基づき、月例支給額（741,000円）に地域付加額（月例支給額の18％）を加算して算出している。
期末特別手当についても、上記規程に基づき、月例支給額（741,000円）に
地域付加額（月例支給額の18％）を加算した額、月例支給額に100分の25を乗じた額
、月例支給額に地域付加額を加算した額に100分の20を乗じた額を合計した額に
6月には100分の170.0、12月には100分の175.0をそれぞれ乗じ、さらに基準日
以前の6か月の在職期間に応じた割合を乗じて6月と12月に支給している。

令和6年度中の改定は以下のとおり。
・令和7年1月に令和6年4月分より月例支給額を733,000円から741,000円に改定
・期末特別手当について、乗じる割合を年100分の340から年100分の345に改定

　役員報酬支給基準は、月額、期末特別手当及び業績給で構成されている。
その他、通勤手当及び単身赴任手当があり、支給要件に該当する者に支給される。
月額については、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程に基づき、
月例支給額（958,000円）に地域付加額（基本俸給の18％）を加算して算出している。
　期末特別手当についても、上記規程に基づき、月例支給額（958,000円）に
地域付加額（基本俸給の18％）を加算した額に100分の163.41を乗じた金額に
さらに2分の1を乗じ、基準日以前の6か月の在職期間に応じた割合を乗じて
6月と12月に支給している。
　業績給についても、上記規程に基づき、月例支給額（958,000円）に
100分の287.46を乗じ、主務大臣の当該事業年度に係る実績に
関する評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を勘案し、
理事長が決定した割合（100分の0以上100分の200以下）を乗じ、
さらに基準年度における在職日数に応じた割合を乗じた額を支給している。

令和6年度中の改定は以下のとおり。
・令和7年1月に令和6年4月分より月例支給額を948,000円から958,000円に改定
・期末特別手当について、乗じる割合を年100分の160.33から年100分の163.41に改定
・令和7年1月に業績給の乗じる割合について、100分の284.08から100分の287.46に改定

　役員報酬支給基準は、月額、期末特別手当及び業績給で構成されている。
その他、通勤手当及び単身赴任手当があり、支給要件に該当する者に支給される。
月額については、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程に基づき、
月例支給額（842,000円）に地域付加額（月例支給額の18％）を加算して算出している。
　期末特別手当についても、上記規程に基づき、月例支給額（842,000円）に
地域付加額（月例支給額の18％）を加算した額に100分の163.41を乗じた金額に
さらに2分の1を乗じ、基準日以前の6か月の在職期間に応じた割合を乗じて
6月と12月に支給している。
　業績給についても、上記規程に基づき、月例支給額（842,000円）に
100分の287.46を乗じ、主務大臣の当該事業年度に係る実績に関する評価の
結果及び役員としての業務に対する貢献度等を勘案し、理事長が決定した割合
（100分の0以上100分の200以下）を乗じ、さらに基準年度における在職日数に
応じた割合を乗じた額を支給している。

令和6年度中の改定は以下のとおり。
・令和7年1月に令和6年4月分より月例支給額を833,000円から842,000円に改定
・期末特別手当について、乗じる割合を年100分の160.33から年100分の163.41に改定
・令和7年1月に業績給の乗じる割合について、100分の284.08から100分の287.46に改定

　役員報酬支給基準は、月額のみである。
月額については、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員報酬規程に基づき、
非常勤役員手当（233,000円）を支給している。

令和6年度中の改定は以下のとおり。
・令和7年1月に令和6年4月分より非常勤役員手当を230,000円から233,000円に改定



２　役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,536 12,756 1,484 2,296 （地域付加額） 令和6年4月1日 *
千円 千円 千円 千円

4,622 0 4,622 0 令和6年3月31日 *
千円 千円 千円 千円

18,981 11,061 5,470
459

1,990
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月1日 ※

千円 千円 千円 千円

8,450 2,844 5,072
22

511
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

17,568 10,023 5,349
391

1,804
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

17,373 10,023 5,349
196

1,804
（通勤手当）

（地域付加額）

千円 千円 千円 千円

16,137 10,023 4,225
84

1,804
（通勤手当）

（地域付加額） ◇

千円 千円 千円 千円

9,099 6,835 882
151

1,230
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月26日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,848 7,524 890
79

1,354
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,689 7,342 888
136

1,321
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月6日 ※

千円 千円 千円 千円

9,645 7,524 725
41

1,354
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月1日 ※

千円 千円 千円 千円

9,690 7,524 725
86

1,354
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年7月1日 ※

千円 千円 千円 千円

8,228 3,187 4,467 573 （地域付加額） 令和6年7月25日 ◇
千円 千円 千円 千円

7,407 2,499 4,458 449 （地域付加額） 令和6年6月30日 ◇
千円 千円 千円 千円

7,407 2,499 4,458 449 （地域付加額） 令和6年6月30日 ※
千円 千円 千円 千円

7,511 2,499 4,458
103
449

（通勤手当）
（地域付加額）

令和6年6月30日 ※

千円 千円 千円 千円

1,133 0 1,133 0 （　　　　）
令和5年7月23日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,754 6,657 1,785
112

1,198
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年6月28日

千円 千円 千円 千円

9,722 6,657 1,785
80

1,198
（通勤手当）

（地域付加額）
令和6年6月28日 ※

千円 千円 千円 千円

4,678 2,162 2,126 389 （地域付加額）
令和6年6月27日

千円 千円 千円 千円

4,678 2,162 2,126 389 （地域付加額）
令和6年6月27日 ※

千円 千円 千円 千円

2,108 2,108 0 0 （　　　　）
令和6年6月28日

千円 千円 千円 千円

687 687 0 0 （　　　　）
令和6年6月27日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注3：「地域付加額」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。
注4：当法人においては、報酬額のうち業績給については翌年度に支給している。
注5：千円未満を切り捨ててあるので、合計額（年間報酬等の総額）が一致しない場合がある。
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　理事長

　副理事長

　
　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、
経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社
（常勤職員数約1,202名）である。　有価証券報告書で公表されたデータによれば、
常勤役員の平均報酬は年間約42百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人は、公表資料、役員報酬規程等に記載された本俸額等を勘案すると、
令和5年度の理事長の年間報酬額は約22百万円と推定される。
③事務次官（指定職8号俸）の年間給与　23,853千円
④令和5年度公表の令和4年民間における年間報酬額（規模：従業員1,000名以上3,000人未満）　36,138千円

　中小企業政策全般にわたる見識や、中小企業者に対する助言・指導、資金面等を含めた各種
支援、中小企業支援機関への支援力向上の協力を行う組織の立場から相応の能力を有する者が
必要であること、また、業務内容が類似した民間企業、同規模の独立行政法人、公務員及び民間
企業の報酬水準と比較検討した結果から、報酬水準は妥当だと思われる。

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、
経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社
（常勤職員数約1,202名）である。　有価証券報告書で公表されたデータによれば、
常勤役員の平均報酬は年間約42百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人の公表資料、役員報酬規程等に記載された本俸額等を勘案すると、
副理事長の年間報酬額は約21百万円と推定される。
③令和5年度公表の令和4年民間における年間報酬額（規模：従業員1,000名以上3,000人未満）　36,138千円

　中小企業政策全般にわたる見識や、中小企業者に対する助言・指導、資金面等を含めた各種
支援、中小企業支援機関への支援力向上の協力を行う組織の立場から相応の能力を有する者が
必要であること、また、業務内容が類似した民間企業、同規模の独立行政法人、公務員及び民間
企業の報酬水準と比較検討した結果から、報酬水準は妥当だと思われる。



　理事

　監事

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、
経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社
（常勤職員数約1,202名）である。　有価証券報告書で公表されたデータによれば、
常勤役員の平均報酬は年間約42百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人の公表資料、役員報酬規程等に記載された本俸額等を勘案すると、
理事の年間報酬額は約18百万円と推定される。
③令和5年度公表の令和4年民間における年間報酬額（規模：従業員1,000名以上3,000人未満）　36,138千円

　中小企業政策全般にわたる見識や、中小企業者に対する助言・指導、資金面等を含めた各種
支援、中小企業支援機関への支援力向上の協力を行う組織の立場から相応の能力を有する者が
必要であること、また、業務内容が類似した民間企業、同規模の独立行政法人、公務員及び民間
企業の報酬水準と比較検討した結果から、報酬水準は妥当だと思われる。

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、
経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社
（常勤職員数約1,202名）である。有価証券報告書で公表されたデータによれば、
常勤監査役の平均報酬は年間約27百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人の公表資料、役員報酬規程等に記載された本俸額等を勘案すると、
監事の年間報酬は約15百万円と推定される。
③令和5年度公表の令和4年民間における年間報酬額（規模：従業員1,000名以上3,000人未満）　36,138千円

　中小企業政策全般にわたる見識や、中小企業者に対する助言・指導、資金面等を含めた各種
支援、中小企業支援機関への支援力向上の協力を行う組織の立場から相応の能力を有する者が
必要であること、また、業務内容が類似した民間企業、同規模の独立行政法人、公務員及び民間
企業の報酬水準と比較検討した結果から、報酬水準は妥当だと思われる。



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小機構の役員には業務を遂行する高いマネジメント能力や幅広い知見が求められ、
それに見合った適切な処遇が必要である。
　理事長の報酬は、主務大臣の業績評価が反映される制度となっており、また、副理事長及び
理事の報酬は、当該評価結果等を勘案し、理事長が決定することとなっており、今回の金額に
ついても、その結果を反映したものであり適正であると認める。
　中小機構においては、報酬等の支払いの基準について、国家公務員・民間企業の報酬・給与等を
考慮するなど、適正確保に向けた取組を行っており、経済産業省としてもそうした取り組みを
促しつつ、支払水準の適正性について注視していく。

　
　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、
経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。
また、商工会議所をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社
（常勤職員数約1,202名）である。有価証券報告書で公表されたデータによれば、
常勤監査役の平均報酬は年間約27百万円であり、社外役員の平均報酬は年間
約7百万円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人は、役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、非常勤監事の
年間報酬額は約5百万円と推定される。

　中小企業政策全般にわたる見識や、中小企業者に対する助言・指導、資金面等を含めた各種
支援、中小企業支援機関への支援力向上の協力を行う組織の立場から相応の能力を有する者が
必要であること、また、業務内容が類似した民間企業、同規模の独立行政法人、公務員及び民間
企業の報酬水準と比較検討した結果から、報酬水準は妥当だと思われる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,985 5 0 令和6年3月31日 1.2 *
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし

注1：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注2：本人からの申し出により退職手当の一部が返納されたため、実際の支給額とは異なる。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当該役員の業績勘案率については、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年
5月25日総務大臣決定）に基づき、在職期間中の法人業績及び担当業務の業績の評定を用いて算出した結果、経済産業大
臣が「1.2」と決定した。

判断理由

副理事長 該当者なし

法人での在職期間

理事長B

理事

副理事長

　業績給は、主務大臣の当該事業年度に係る実績に関する評価の結果の通知を受け業績に反映させる。
　・理事長の業績給の額は、主務大臣の評価結果を反映させる。
　・常勤役員の業績給の額は、評価結果及び役員としての業務に対する貢献度等を勘案し、理事長が決定する。
（参考）
　業績給＝月例支給額×2.8746（定率）×主務大臣の評価結果による割合等

　独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）において「毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法
人の業績評価を十分に勘案する」とされており、また、独立行政法人通則法（平成11年7月16日法律第103号）第50条の2に「役員に対する報
酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない」 と規定されており、同方針及び同条文の考え方に基づき、今後
も引き続き業績評価を勘案した制度を運用していきたい。

該当者なし

監事

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

理事長B

該当者なし

理事

５６歳２８歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）５人 １１人 ９人 (人)



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和６年度における主な改定内容

　中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を
行っており、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、経営全般に
わたる具体的な課題解決に資する助言、診断指導などの各種支援を実施。また、商工会議所
をはじめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施している。
　当法人と同程度の規模の民間コンサルティング会社及び独立行政法人等を参考とした。
①民間コンサルティング会社
　当該法人は、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティング会社（常勤職員数約1,202名）である。
　有価証券報告書で公表されたデータによれば、従業員の平均年間給与額は10,804千円である。
②国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
　当該法人は、中小機構と比較対象になる常勤職員数が同規模の独立行政法人
（常勤職員数約1,492名：令和5年事業報告書より）である。
　当該法人は、公表資料によれば令和5年度の平均年間給与額は6,906千円（うち事務・技術職員は8,474千円）である。
③国家公務員
　令和6年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額については、405,378円となっており、
　全職員の平均給与月額は414,801円となっている。
④職種別民間給与実態調査において、中小機構と同等の規模・職種の大学卒
 （500人以上の企業、事務課長代理、機構の平均年齢43.3歳相当）の令和６年4月の平均支給額（時間外手当、
　通勤手当を除く）は、535,960円となっている。

　適正人件費について、中期目標に期間中の人件費総額の見込みを記載しており、また、人件費総額、
給与の設定等に関しては、独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）に
即して対応しているところである。

　人事評価制度（各年度の組織目標を踏まえて個人目標を設定する業績評価制度と職員の能力・勤務評価制度を
組み合わせた制度）を運営し、その評価結果を給与に反映させる。
　人事評価制度の評価結果を基礎とし、職員の業績及び職務遂行能力に基づき、昇給・昇格を行い本俸を決定する。
　賞与のうち業績賞与部分については、本俸に地域手当率・広域異動手当率を乗じた額、本俸に管理職加算率を乗じた額、
本俸に地域手当率・広域異動手当率・職務加算率を乗じた額を加算した額を基礎額とし、
その基礎額に支給月数・業績賞与係数及び支給基準日時点における在勤期間係数、そして職員各人の人事評価制度の
評価結果に応じた査定係数（0.8から1.2まで）を乗じた額を支給する。
　中小機構では、機構設立時の平成16年7月から業績賞与の制度を導入しており、当初は賞与全体に査定係数を乗じた形で
運用していたが、平成22年6月には基本賞与と業績賞与部分に分離し、業績賞与部分にのみ査定係数を乗じる形に変更した。
　上記の他、平成27年度から主務大臣の評価結果により、賞与のうち業績賞与に対して年度評価結果に応じた評価率を
乗じた額を加算又は減算する制度を新設した。

　独立行政法人中小企業基盤整備機構職員給与規程に基づき、本俸及び諸手当（扶養手当、職務手当、地域手当、
広域異動手当、超過勤務手当、深夜手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当及び住居手当）
としている。
　賞与については、基本賞与と業績賞与に分かれている。
　基本賞与部分については、本俸、扶養手当の合計に地域手当率・広域異動手当率を乗じた額、本俸に管理職加算率を
乗じた額、本俸に地域手当率・広域異動手当率・職務加算率を乗じた額を加算した額を基礎額とし、その基礎額に支給月数・
基本賞与係数及び支給基準日時点における在籍期間係数を乗じた額を支給する。
　業績賞与部分については、本俸に地域手当率・広域異動手当率を乗じた額、本俸に管理職加算率を乗じた額、本俸に
地域手当率・広域異動手当率・職務加算率を乗じた額を加算した額を基礎額とし、その基礎額に支給月数・業績賞与係数及び
支給基準日時点における在勤期間係数、そして職員各人の人事評価制度の評価結果に応じた査定係数（0.8から1.2まで）を
乗じた額を支給する。
　また、主務大臣の評価結果により、賞与のうち業績賞与に対して年度評価結果に応じた評価率を乗じた額を加算又は減算し、
支給する。

　令和6年度中の給与の改定は以下のとおり。
①令和6年人事院勧告を踏まえ、当該勧告に準じて、令和7年1月から、号俸について引上げを行い、初任給については
　 23,800円の引上げを実施した。 （本俸 平均改定率3.0％）
　適用時期については令和6年4月からとした。
②賞与の支給月数について、年4.50月分から年4.60月分とする0.1か月分の引上げを実施した。
③寒冷地手当の支給額について、令和7年1月から、国家公務員の寒冷地手当に関する法律に準じて改定した。
④勤務エリア限定職制度を見直し、令和6年4月から、本俸特例の削除、昇格や宿舎貸与の制限を実施した。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　    （業績給の仕組み及び導入実績を含む。）



２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況
＜年俸制適用者以外＞

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

550 43.3 8,690 6,240 161 2,450
人 歳 千円 千円 千円 千円

550 43.3 8,690 6,240 161 2,450
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
注1：常勤職員については、任期付職員、在外職員、再任用職員及び非常勤職員を除く。
注2：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専
門学校教員））は該当者がないため省略した。
注3：民間出向職員とは、事務・技術に該当しない民間企業からの出向職員を示す職種である。

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 53.4 4,279 3,162 180 1,117
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 53.4 4,279 3,162 180 1,117

注1：任期付職員については、在外職員、再任用職員及び非常勤職員を除く。
注2：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専
門学校教員））は該当者がないため省略した。

＜年俸制適用者＞

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

注1：年俸制適用者（任期付職員）の事務・技術（当該年度賞与支給対象)及び常勤専門職員
については、該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
区分以外は記載せず、年俸制適用者（任期付職員）全体の数値からも除外している。
注2：年俸制適用者（任期付職員）については、常勤職員、在外職員及び非常勤職員を除く。
注3：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専
門学校教員））は該当者がないため省略した。

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

注1：年俸制適用者（再任用職員）の事務・技術（当該年度賞与支給対象)及び事務・技術（当該年度
賞与支給対象外)については、該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
あることから、区分以外は記載せず、年俸制適用者（再任用職員）全体の数値からも除外している。
注2：年俸制適用者（再任用職員）については、常勤職員、在外職員及び非常勤職員を除く。
注3：区分中の職種（研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専
門学校教員））は該当者がないため省略した。

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

民間出向職員

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

任期付職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

任期付職員

事務・技術
（当該年度賞与支給対象）

事務・技術
（当該年度賞与支給対象外）

常勤専門職員

区分 人員

事務・技術
（当該年度賞与支給対象）

事務・技術
（当該年度賞与支給対象外）

平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

再任用職員



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

　代表的職位

    ・本部部長 5 57.3 11,501 12,342 ～ 10,442

    ・地方部長 ～

    ・本部課長 106 52.9 11,072 12,703 ～ 8,676

    ・地方課長 78 53.3 10,847 12,650 ～ 7,891

    ・本部課長代理 135 44.4 8,618 11,493 ～ 6,679

    ・地方課長代理 63 47.2 8,686 11,337 ～ 6,900

    ・本部主任 55 32.4 6,139 7,138 ～ 5,059

    ・地方主任 26 31.9 5,755 6,580 ～ 4,900

    ・本部係員 61 42.1 4,640 5,384 ～ 3,317

    ・地方係員 77 33.7 4,605 5,399 ～ 2,883

注：地方部長は該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与の平均額については
記載していない。

④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

60.4 57.9 59.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.6 42.1 40.9

％ ％ ％

         最高～最低 　　50.0～28.0 52.3～30.0 　51.2～29.0
％ ％ ％

76.0 74.3 75.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 24.0 25.7 24.9

％ ％ ％

         最高～最低 40.0～13.7 42.3～14.4 41.2～14.3

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ

千円

人員 平均年齢

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔年俸制適用者を除く。以下、④まで同じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

９人
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　１１２．８

・年齢・地域勘案　　１０８．９

項目

・年齢・地域・学歴勘案　　１０７．５

・年齢勘案　　１１５．２

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める令和6年度の国からの財政支出の割合　1.0％】
　（国からの財政支出額　187億円、支出予算の総額　19,001億円　令和6年度予算）
【利益剰余金　12,704億円（令和5年度決算）】
【管理職の割合　31.3％（Ⅱ２①において集計対象となった常勤職員及び任期付職員607名中190人）】
【大卒以上の高学歴者の割合　87.8％（Ⅱ２①において集計対象となった常勤職員及び任期付職員607名
中533人）】
【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合　0.21％】
　（支出総額　33,494億円、給与報酬等支給総額　72億円　令和5年度決算）

内容

①人件費総額、給与の支給基準の設定等に関しては、独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平
成25年12月24日閣議決定）に即して対応する。
②管理職割合については、業務の性質上、一定程度の管理職は必要不可欠であるため、一人の管理職
に複数の管理業務を所管させることとし、人件費の抑制に努める。

○比較対象職員の状況
Ⅱ-2-①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の550人及び任期付職員欄の57人　計607人
607人の平均年齢 44.2歳、平均年間給与額8,276千円

○中小機構全体の対国家公務員指数は115.2となっているが、これは大卒者の割合が高いこと及び地方
の給与水準より高い本部勤務職員を地域本部に職員の4割程度を配置しているため、全体の指数が押し
上げられていると考えられ、現に在勤地域及び学歴を勘案した対国家公務員指数は107.5となっている。
　当機構の指数が高くなっている具体的な要因は以下のとおりである。

ア．国家公務員と中小機構の学歴別構成
　大卒者の構成比を比較すると国（行政職（一））が64.1％に対し当機構は87.8％となっており、大卒者の割
合が国と比べて高いことも、対国家公務員指数を上げるひとつの要因となっている。
（注：大卒者の割合については、令和6年国家公務員給与等実態調査より記載。）

イ．当機構の場合、広域的な事業実施体制を確保するため、職員の4割程度を地域本部に配置している。
このため、地方の給与水準より高い本部勤務職員を地方に配置することになるため、これが全体の指数を
押し上げる結果となっている。

なお、実際に異動保障を受ける職員の割合は国の15.5%に対し、20.2%となっている。
（注：国の異動保障を受ける割合については、令和6年国家公務員給与等実態調査より記載。）
また、地方に配置されている職員のうち、実際に異動保障制度を受ける職員の割合は50.2％と高くなって
いる。
（注：地域手当率が高い地域から低い地域に異動した場合には、2年間、異動前の手当率（1年目100%、2
年目80%（令和６年度））

○中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を行ってい
る。具体的には中小企業者に対する事業承継・事業引継ぎ、生産性向上、新事業展開・創業、経営環境
の変化への対応、人材育成など、経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言・診断指導などの各
種支援を実施。また、商工会議所をはじめとする中小企業支援機関などには支援機能の向上・強化を支
援している。これらの業務の遂行には中小企業診断士などの資格や高い職務能力が必要であり、高度な
専門性を有する人材確保のためにある程度の給与水準が必要となる。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
①支出予算に対する国からの財政支出の割合は1.0％であるが、中期計画期間において、一般管理費（退
職手当を除く）及び業務経費（退職手当を除く）については、新規追加部分及び一般勘定資産の国庫納
付に伴って当該年度に新規に運営費交付金で手当される部分を除き毎年度平均で前年度比1.05%以上
の効率化を図ることとしている。人件費総額、給与の設定等に関しては、独立行政法人改革等に関する基
本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）に即して対応しているところである。
②平成16年度から生じていた繰越欠損金の主因は、小規模企業共済事業の繰越欠損金が、中小機構発
足時（平成16年7月）の会計処理基準の変更（簿価評価から時価評価へ）により含み損が生じたことから積
み上がったもの。これまでも小規模企業共済法の改正（平成16年）により、市場利回りに見合う予定利率の
見直し措置を実施する等、欠損金の減少にむけた取組みを実施し、機構発足時点（欠損金9,363億円）か
ら繰越欠損金の縮小に努めていたところ、平成26年度に繰越欠損が解消し、令和5年度末の小規模企業
共済勘定において7,335億円の利益剰余金が生じている。
③業務の性質上、一定程度の管理職は必要不可欠であるため、一人の管理職に複数の管理業務を所管
させることにより、管理職割合が増えないよう努めている。
④中小機構は、中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として多種多様な業務を行ってい
る。具体的には、中小企業者に対する事業承継・事業引継ぎ、生産性向上、新事業展開、創業、経営環境
の変化への対応、人材育成など、経営全般にわたる具体的な課題解決に資する助言・診断指導、各種支
援を実施。また、商工会議所をはじめとする中小企業支援機関などには支援機能の向上・強化を支援して
いる。これらの業務の遂行には中小企業診断士などの有資格者や高い専門性を有する人材が必要であ
る。
　民間コンサルティング会社との給与水準の比較した場合、常勤職員数でほぼ同規模の民間コンサルティ
ング会社（常勤職員数約1,202名）の従業員の平均年間給与額は10,804千円（有価証券報告書で公表さ
れたデータによる）であり、中小機構の方が低い水準となっている。
　また、公務員との比較においても、公務員と比べ大卒者の割合が高いこと及び地方の給与水準より高い
本部勤務職員を地域本部に職員の4割程度を配置している等の要因を考慮すると、現時点での給与水準
は妥当であると言える。

（主務大臣の検証結果）
　当法人は、中小企業者に対する財務、新事業展開、創業、市場開拓、事業承継、生産性向上など、経営
全般にわたる具体的な課題解決に資する助言・診断指導などの各種支援を実施。また、商工会議所をは
じめとする中小企業を支援する者に対する支援なども実施しており、これらの業務の遂行には、中小企業
診断士などの有資格者やより高い専門性を有する人材が必要であり、現在の給与水準はやむを得ないと
考える。
　一方で、管理職に複数の管理業務を所管させることにより管理職割合が増加しないように努めるなど、段
階的に給与水準を引き下げる取り組みを実施しており、こうした取り組みの結果、平成18年度対国家公務
員指数（127.6)に比べ12.4ポイントの低減を達成している。今後も人事院勧告等の方針を踏まえつつ、引き
続き、給与水準の引き下げの取り組みを適切に行っていく必要があると考える。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

　常勤職員の定年年齢は65歳である。常勤職員の定年年齢については、
令和6年3月31日に定年年齢を60歳から、令和6年3月31日から令和7年3月31日までの間は61歳、
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間は62歳、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間は63歳、
令和11年4月1日から令和13年3月31日までの間は64歳、令和13年4月1日以降 は65歳に引き上げた。

　定年年齢の引上げに伴い、常勤職員については、60歳に達する年度の末日において管理職の職員は、
非管理職に降任する制度を設けているほか、職員の本俸月額について61歳に達する年度から7割水準とすることとした。

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について
　ア．給与、報酬等支給総額（対前年度比：+5.5%）
    ・ 事業拡大等に伴う職員数増加による支給額の増。
    ・ 令和6年度人事院勧告を踏まえた、俸給月額表、寒冷地手当支給額の改定及び賞与の支給月数引上げによる増。
　イ．最広義人件費（対前年度比：+5.3%）
    ・事業拡大等に伴う非常勤役職員等の増員による増。
    ・退職手当の支払い額の増加による増。
 
②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、
　　平成30年3月から以下の措置を講ずることとした。
　　・役職員の退職手当について、「調整率」の引下げを実施した。
　　　役員に関する講じた措置の概要：平成30年3月1日から国家公務員の退職手当調整率の改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（87/100→83.7/100）に準じて、役員の退職手当に係る支給
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　割合を100分の10.875（12.5/100×87/100）から
                                            　   100分の10.4625（12.5/100×83.7/100）に引き下げた。
　　　職員に関する講じた措置の概要：平成30年3月1日から国家公務員の退職手当調整率の改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（87/100→83.7/100）に準じて、職員の退職手当の調整率を
                                                100分の87から100分の83.7に引き下げた。
　　　なお、退職手当の引下げについては、労使交渉に時間を要したことから、措置の開始時期は、
　　　国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる取扱いとした。役員については、対象
　　　となる役員がいなかったため、職員の開始時期に合わせた。

区　　分

給与、報酬等支給総額

　人事評価制度（各年度の組織目標を踏まえて個人目標を設定する業績評価制度と職員の能力・勤務評価制度を
組み合わせた制度）を運営し、その評価結果を給与に反映させる。
　人事評価制度の評価結果を基礎とし、職員の業績及び職務遂行能力に基づき、昇給・昇格を行い本俸を決定する。
　賞与のうち業績賞与部分については、本俸に地域手当率・広域異動手当率を乗じた額、本俸に管理職加算率を
乗じた額、本俸に地域手当率・広域異動手当率・職務加算率を乗じた額を加算した額を基礎額とし、その基礎額に
支給月数・業績賞与係数及び支給基準日時点における在勤期間係数、そして職員各人の人事評価制度の
評価結果に応じた査定係数（0.8から1.2まで）を乗じた額を支給する。
　上記の他、平成27年度から主務大臣の評価結果により、賞与のうち業績賞与に対して年度評価結果に応じた
評価率を乗じた額を加算又は減算する制度を新設している。

（扶養親族がいない場合）
○　22歳（大卒初任給）
月額237,800円　　年間給与3,595,130円

○　35歳（本部課長代理）
月額428,176円　　年間給与7,320,470円

○　50歳（本部課長）
月額630,896円　　年間給与10,853,133円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）（令和6年度）を支給

7,219,348

552,337

12,039,430

退職手当支給額

2,826,811

注：附属明細書における「役員及び職員の給与の明細」については法定福利費を含んで計上しているため、本表とは一致し
ない。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

　特になし。

福利厚生費
1,440,934


